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さくら市農業委員会総会議事録（令和元年５月定例総会） 

 

１．開催日時 令和元年５月２４日（金）午後１時３０分から午後４時０３分 

 

２．開催場所 さくら市役所第２庁舎２階第１・２会議室 

 

３．出席委員（１８人） 

 会長 ９番  中山 隆 

 会長職務代理者 １５番  齋藤 敏一 

 委員 １番  千野根友治 

  ２番  齋藤 克之 

  ３番  関  誠 

  ５番  七久保 勉 

  ６番  石原 功江 

  ７番  小林 義和 

８番  꺬成 重男 

  １０番  小菅 和彦 

  １１番  見目 桂一 

  １２番  大塚 明美 

  １３番  小池 利一 

  １４番  石田多美子 

  １６番  古澤 一郎 

  １８番  小林 功 

  １９番  舟本 幸美 

  ２０番  小川 雅之 

 

４．欠席委員（１人）   １７番  小室 規雄 

 

５．議事日程 

  第１   議事録署名委員の指名 

   第２    議案第１号   非農地証明願について 

          議案第 2 号   農地移動適正化あっせん申し出について 

      議案第 3 号  農地法第 5 条の規定による許可申請について 

          議案第 4 号   農用地利用集積計画の決定及び農用地利用配分計画に係る意見 

                          について 

      議案第 5 号   農業振興地域整備計画の変更について 

      議案第 6 号    耕作放棄地の非農地通知書交付について 
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      報告第 1 号    農地法第 18 条第 6 項の規定による通知について 

      報告第 2 号   農地法第 3 条の 3 第 1 項の規定による届出書について 

      追加報告第 1 号  行政不服審査法の規定に基づく審査請求について 

 

６．農業委員会事務局職員 

 事務局長       野中 剛 

 副主幹兼係長     和氣 貴子 

 主事         石原 宏哉 

  

７．会議 

 事務局 野中 定刻になりました。本日の出席委員は１８名で、欠席委員は１

７番小室規雄委員１名であり、定足数に達しており総会は成立い

たします。 

では、会長よりごあいさつ並びに開会宣言をお願いいたしま

す。 

 

 議長 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは、春に水が足りないと大騒ぎしながらも無事

田植えも終わったところでございます。そういった中での本日の

定例総会という事でご苦労さまでございます。本日、案件の中で

農業振興地域整備計画の変更計画の議案も入っておりますので

慎重審議をよろしくお願いしたいと思います。 

それでは、ただいまからさくら市農業委員会５月定例総会を開

催いたします。 

 

 事務局 

 

 

野中 

 

 

それでは、さくら市農業委員会総会規則第５条の規定により、

会長に議事の進行をお願いいたします。 

 

 議長 

 

中山 

 

それでは、さくら市農業委員会総会の会議に先立ちまして４月

の定例総会において承認されました常設審議委員会に係る５条

の規定による許可１件につきまして栃木県農業会議に諮問した

ところ４月２６日付けで許可相当の答申に基づき、許可証の交付

を行いましたのでご報告いたします。 

次に、本日、書類審査及び現地調査を行っておりますので、各

調査会よりご報告をお願いいたします。 

第１調査会の委員長からお願いいたします。 
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 ２番 

 

齋藤 本日 1 名欠席のもと、書類並びに現地を見て参りました。１号

議案 1 件、２号議案１件、３号議案１件、５号議案４件、計７件

です。後ほど担当から報告、説明がありますので、ご審議お願い

いたします。 

 

 議長 

 

中山 次に第２調査会委員長の報告を求めます。 

 

 １８番 小林 本日午前９時３０分より全員出席のもと書類及び調査を行い

ました。案件としては議案第１号が１件、議案第３号が４件、議

案第６号が１件、合計６件でございます。詳細につきましては後

ほど担当委員より説明がありますので、ご審議のほどよろしくお

願いをいたします。 

 

 議長 

 

中山 次に第３調査会委員長の報告を求めます。 

 

 １３番 小池 当委員会では全員出席のもと午前１０時より開会し、内容審査

の上、現地調査を行いました。当委員会に付託されました議案は、

議案第３号が３件、議案第６号が２件の計５件であります。詳細

等につきましては担当委員の方からご説明がありますので、ご審

議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 議長 

 

中山 次に第４調査会委員長の報告を求めます。 

 

 １４番 石田 本日午前１０時より全員参加のもと書類及び現地調査を行い

ました。３号議案が１件、議案第６号が３件、計４件でございま

す。後ほど担当委員より説明がございますので、皆様ご審議の程

よろしくお願いします。 

 

 議長 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

 

石原 

 

 

 

それでは議事に入る前に議事録署名人を指名いたします。 

１４番の石田多美子委員、１５番の齋藤敏一委員を指名いたし

ます。 

議案第１号「非農地証明願について」を議題に供します。番号

１番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第１号番号１番について、朗読して説明する。） 

なお、非農地証明交付要領の２の（１）の「人為的な転用行為

が行われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容

易でないと認められるもの」に該当すると思われますので、非農
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議長 

 

１９番 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

１０番 

 

 

 

 

中山 

 

舟本 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

石原 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

小菅 

 

地証明書を交付することは問題ないと考えます。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図１－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

ただいまの事務局の説明のとおり平成７年より約２３年間駐

車場として一体的に利用されてきております。本日の調査会にお

きまして申請の内容を確認したうえで現地調査を行いました。ま

た５月２２日、地元の農地利用最適化推進委員とともに現地を確

認しております。以上のような状況でございます。ご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第１号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第１号番号１番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第１号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第１号番号２番について、朗読して説明する。） 

なお、非農地証明交付要領の２の（１）の「人為的な転用行為

が行われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容

易でないと認められるもの」に該当すると思われますので、非農

地証明書を交付することは問題ないと考えます。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図１－２をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

今月の２０日の日に今日も傍聴されております地元の推進委
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 ２番 

 

 

 議長 

 

 

１３番 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

齋藤 

 

 

中山 

 

 

小池 

員さんの手塚さんと一緒に、また、本日の午前中第２調査会のほ

うで現地に行きましたが、ほぼ屋敷内で一体化されて利用されて

いる、なおかつ農地に復元することは困難であろうという結論に

至りました。以上のような状況でございます。皆様のご審議をよ

ろしくお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第１号番号２番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第１号番号２番は原案どおり承認され

ました。 

次に、議案第２号「農地移動適正化あっせん申し出について」

を議題に供します。番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第２号番号１番について、朗読して説明する。） 

この土地について、栃木県農業振興公社への売渡の申請があり

ました。今後、栃木県農業振興公社に一旦所有権が移りますが、

その後、栃木県農業振興公社より農業委員会に対して買い手のあ

っせん依頼がありますので、２名のあっせん委員の選出について

お諮りいたします。 

以上です。 

 

あっせん委員の選出ですので、第１調査会の委員長より指名願

います。 

 

あっせん委員といたしまして１６番古澤一郎委員と２番齋藤

克之があっせんいたします。 

 

それでは議案第２号番号１番のあっせん委員は、１６番古澤一

郎委員と２番齋藤克之委員を指名いたします。 

 

事務局に聞きたいんですけど、希望価格○○万円というのは圃
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

１０番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

石原 

 

 

 

 

 

中山 

 

小菅 

 

 

 

 

 

 

 

場整備した□□のところですが値段はこんなものなのですか。 

 

１３番小池委員のご質問に対してお答えしたいと思います。こ

ちらの農地ですけども農業振興公社を通して売買を行う土地と

いうことで、当然ながら農振農用地の指定を受けている区域にな

ります。直近で周辺の農地での売買がございまして、大体○○万

～□□万ぐらいというようなことが一般的なこちらの土地の周

辺においての取引価格になっておりますので、若干安いかという

ようなことはございます。農地の公社売買価格の設定ですが、基

本的には周辺農地に対しまして極端に高いとか低い数字にはし

ないで下さいということでお願いはしております。公の機関を通

しての売り買いとなりますので、こちらの設定をすることで周辺

農地の売買価格に影響するということで、近傍の農地に比較しま

して平均的な売買価格を設定して欲しいということが一般的な

んですけれども、特に事情がある場合につきましては平均価格よ

り上回って、ないしは下回っても売買の取引になる場合もござい

ます。 

 

次に、議案第３号「農地法第５条の規定による許可申請につい

て」を議題に供します。番号１番について事務局の説明を求めま

す。 

 

（議案第３号番号１番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、都市計画法の用途地域でありますので、第

３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているものと

判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図３－１をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

譲受人の○○株式会社は不動産の売買及び建築業を主体とす

る総合不動産業者であり、さくら市内においても建築住宅販売の

実績があります。今回の申請地も周辺に住宅が多く立ち並び、住

宅販売に適した土地であると確信し、土地所有者より協力が得ら

れたので今回の計画に至りました。 

土地の選定理由、国道２９３から２００ｍほどで、近隣には氏

家体育館、公民館、市役所までが約５００ｍ、商店街までが約８
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 議長 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

００ｍ、氏家駅東口までが約１キロと建売住宅の需要が確実に見

込める位置であると選定しました。 

土地利用計画ですが、今回の計画の乗り入れ口が申請地の南側

の道路からになるんですが、こちらの道路が建築基準法第４２条

第２項道路のため道路中心線より２ｍのセットバックが必要と

なり、後退道路用地として２か所、合計で１４．１５㎡の用地を

設置しました。宅地は二区画の建売住宅を計画し、駐車場は各宅

地とも２台ずつ、出入口は先ほど説明したとおり南側の道路にな

ります。 

造成計画については、各区画に化粧ブロックを設置し隣接地へ

の雨水の流出を防止、造成高は南側市道の高さを基準として約３

０センチ盛土、し尿及び生活雑排水は公共下水道、雨水は宅地内

浸透、給水についてはさくら市水道より給水いたします。 

続きまして資金計画、用地費が１５００万円、造成費が４５０

万円、建築費が２０００万円、諸経費２００万円、計４１５０万

円を全額自己資金でまかなう予定であります。残高証明書も添付

されております。 

申請地は北側と西側が宅地であり、南側と東側が道路となりま

すので隣接の農地への影響等はないと考えられます。 

以上のような状況でございます。なお、本日の調査会、また、

５月の２０日に地元の推進委員さんと現地を確認してまいりま

したが問題ないと考えております。 

皆様のご審議の程よろしくお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号１番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして議案第３号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

３番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

石原 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

関 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

（議案第３号番号２番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約０．７ｈａで、農

業公共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判

断し、土地の選定経過書等により代替性の確認もとれております

ので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図の３－２をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

本申請は、株式会社○○が売買により太陽光発電施設として転

用する案件であります。 

転用行為の必要性と土地の選定理由ですが、株式会社○○は□

□市に本店を置き太陽光発電システムの施工・販売を行う法人で

あります。国が導入を進めている太陽光発電事業を行うため今回

の申請に至っております。申請地は日当たりがよく平坦地で電柱

も間近にあり道路に隣接しており維持管理が容易であるため選

定に至っております。 

土地利用計画につきましては、敷地面積６２５㎡に太陽光パネ

ル２８８枚を設置し、発電量３３キロワット、年間発電量６万４

千８８キロワットを確保するものであります。車輌スペースに砕

石を１０センチ敷均し、パネル設置部分につきましては高さ１．

２m のフェンスを設置し防草シートを敷設します。雨水は敷地内

自然浸透となっております。 

資金計画につきましては、総事業費１２５９万１３３９円を自

己資金にてまかないます。 

周辺農地への影響につきましては、申請地は北側、南側、西側

が道路、東側が農地で接しております。高低差はほとんどござい

ません。よって、土砂の流出、日照・通風の影響はないものと考

えます。 

本日の調査会におきまして現地調査を行いましたが特に問題

はないと判断しております。以上のような状況でございます。ご

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 
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議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 議長 

 

１８番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

石原 

 

 

 

 

 

中山 

 

小林 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号２番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号２番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして議案第３号番号３番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号３番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、土地区画整理事業施行地内でありますので、

第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているもの

と判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

申請地は上阿久津台地土地区画整理地内でございますので位

置は省略させていただきます。 

この案件は売買による所有権移転のための案件でございます。

転用目的といたしましては一般住宅でございます。 

転用行為の必要性といたしましては、今後、家族が増えること

を考えると現住居は手狭であり、生活のための十分な空間があり

ません。よって申請地を取得し、念願の自己用住宅を建築したく

申請に至りました。 

土地選定理由といたしましては、住宅用地に適した閑静な地区

にあること。また、農地の被害及び集団的農地を浸食する恐れが

ないことから最適地と考え選定を致しました。 

土地利用計画といたしましては、一般住宅、木造２階建て、駐

車スペース２台分を確保いたします。給水はさくら市上水道から

取水します。排水はさくら市下水道に放流いたします。雨水は敷

地内浸透を考えております。 

資金計画といたしましては、土地取得費、建築費、事務費等合

わせまして３５３０万円、借入金並びに自己資金を考えておりま

す。金融機関よりの融資証明書及び残高証明書も申請書に添付さ

れております。 

以上のような状況でございます。ご審議のほどよろしくお願い
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いたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号３番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号３番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして議案第３号番号４番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号４番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、土地区画整理事業施行地内でありますので、

第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているもの

と判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

この案件は、使用貸借権の設定のための案件でございます。転

用目的は一般住宅でございます。 

転用の必要性といたしましては、申請地は本家住宅と隣接して

おりまして、将来両親の老後の世話をする必要があるため今回の

申請をする次第でございます。 

選定理由といたしましては、申請地は県道氏家宇都宮線に近く

区画整理地内で国道 4 号線にも近く交通の便に優れている場所

であります。上下水道は完備され、日当たりも良く、最適な場所

と判断をいたしました。 

利用計画といたしましては、一般住宅、木造 2 階建て駐車スペ

ースは 2 台を考えております。給水並びに排水は公共水道並びに

公共下水道に接続いたします。雨水は自然浸透を考えておりま

す。 

資金計画といたしましては、土地購入費はございません。土地
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造成費、建築費、付帯工事費、事務費あわせまして２９５０万円

でございます。残高証明と融資証明書が添付されております。 

以上のような状況でございます。ご審議のほどよろしくお願い

します。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号４番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号４番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして議案第３号番号５番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号５番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地

の区域内にありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」であり、土地の選

定経過書等により代替性の確認も取れておりますので、申請の内

容は許可基準に適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図の３－５をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申請地は水田であり、現在、親と同居している住居の隣接地で

あり、子供の成長に伴い住居を新築することにしました。 

申請地の利用計画については２階建て住宅１棟と駐車場に車

２台ということで、入口は南側の道路から入りまして、取水につ

きましては市の水道を利用、排水は合併浄化槽で地下浸透式を利

用します。雨水についても地下浸透となります。東側、北側は水

田、西側、南側は道路となっております。 

資金計画につきましては、全額２５５０万円借入金で、金融機
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関の融資証明がついております。 

周辺農地への影響でございますが、５月１９日の推進委員の現

地調査及び本日の調査会におきまして申請の内容を確認したう

えで現地調査を行いましたが問題ないと判断しております。 

以上のような状況でございます。ご審議の程よろしくお願いい

たします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号５番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号５番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして議案第３号番号６番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号６番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約５．９ｈａで、農

業公共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判

断し、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図の３－６をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申請地は北側 道路、東側 宅地、南側 宅地、西側 道路及び農

地でございます。本申請は株式会社○○が売買により建売住宅と

して転用する案件でございます。申請者の株式会社○○は□□市

△△に本社を置き、不動産の売買、建築を主な事業とする資本金

６２９６万５０００円の法人でございます。 

転用行為の必要性と土地の選定理由、既存の建売分譲はほぼ売

り切っており新規に開発したく土地を探しておりました。申請地

は住宅地の中に残された農地ですが、上下水道の接続可能な地区
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であり住宅地として良好な土地であります。土地所有者から土地

を譲り受けることが出来ることとなったため今回の申請に至っ

ております。 

土地利用計画、計画によりますと北側と南側にある二つの区間

にある道路に上下水管を埋設し一体利用とします。総区画は２４

区画、取水は市営上水、排水は公共下水に接続します。雨水は浸

透池を設け敷地内浸透する計画となっております。区域内には６

ｍのアスファルト道路と２か所のごみ集積所、公園緑地２か所を

設置する計画となっております。 

資金につきましては、総事業費４億６千５百万円全額を融資に

て賄うこととしており融資見込証明書が添付されております。 

周辺農地の影響でございますが、周囲はコンクリート製の土止

めを設置いたしますので土砂の流れはないと思われます。 

本日の調査会におきまして申請の内容を確認したうえで現地

調査を行いました。また、５月２２日に農地利用最適化推進委員

と共に現地調査も行っております。 

以上のような状況でございます。問題ないと判断しております

がご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号６番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号６番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして議案第３号番号７番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号７番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地

の区域内にありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」であり、土地の選

定経過書等により代替性の確認も取れておりますので、申請の内
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容は許可基準に適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図の３－７をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

現在、申請地の南側７０ｍのところのアパートに家族４人で生

活していますが、この度住宅を新築したく、生活環境が今までと

変わらない申請地ということでここを選定いたしました。 

土地の利用計画については、２階建て住宅１棟、駐車場に車２

台、入口は東側の道路から、取水につきましては市の水道を利用

し、排水は浄化槽及びバイオクリーンシステムにて宅地内にて処

理、雨水については地下浸透となります。東側、北側は道路、南

側、西側は農地となっています。 

資金計画につきましては、全額３４００万円を借入金で、金融

機関の融資証明がついております。 

周辺農地への影響でございますが、５月１９日の推進委員との

現地調査及び本日の調査会におきまして申請の内容を確認した

うえで現地調査を行いましたが問題ないと判断しております。 

以上のような状況でございます。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号７番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号７番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして議案第３号番号８番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号８番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の農地
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の区域内にありますので、第１種農地と判断しますが、不許可の

例外「農業用施設」であり、土地の選定経過書等により代替性の

確認も取れておりますので、申請の内容は許可基準に適合してい

るものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

案内図の３－８をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申請人、有限会社○○は資本金１０００万円の会社でして畜産

業を営んでおります。現在５棟の豚舎施設で子豚１万７６０頭を

飼育しております。 

事業計画の概要ですが、農地を売買により取得し、豚コレラを

防除するため豚舎敷地外に従業員及び来客者用の駐車場を設置

するものです。 

土地利用計画ですが、敷地内砂利敷きとし、出荷用大型トラッ

ク３台分、普通乗用車用１２台分の駐車スペース及びビニールハ

ウス、これはおがくず置場とするものですが、を整備いたします。 

資金計画ですが、土地取得費８０万、土地造成費１００万、諸

経費５万円の計１８５万円を見込んでおります。全額自己資金に

て対応いたします。金融機関の残高証明書も添付されておりま

す。 

周辺農地への影響ですが、東側・北側・南側、雑種地、西側、

山林でして影響はございません。雨水は砂利敷きといたしますの

で地下浸透で処理いたします。 

５月１６日の農地利用最適化推進委員との調査会及び本日の

調査会におきまして申請内容を確認したうえで現地調査を行い

ましたが問題なしと判断いたしております。皆様のご審議のほど

よろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号８番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 
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全員挙手ですので、議案第３号番号８番は、原案どおり承認さ

れました。 

続きまして議案第３号番号９番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第３号番号９番について朗読して説明する。） 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約８．４ｈａで、農

業公共投資の対象となっていない土地ですので、第２種農地と判

断し、土地の選定経過書等により代替性の確認もとれております

ので、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

以上です。 

 

担当委員の説明をお願いします。 

 

３－９の地図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

転用行為の必要性ですが、当社では地球温暖化問題の対策とし

て太陽光エネルギーを利用した発電事業を行っています。環境に

やさしい太陽光発電事業は日本の再生可能エネルギー供給に貢

献できるうえ、遊休化している土地の有効活用を促進するととも

に荒廃を防止することが出来ると考えています。 

土地の選定理由ですが、日照、メンテナンスの容易さ、経済性

等を考慮し、総出力４９．５キロワットの低圧発電所を６基、太

陽光発電パネル枚数１３４４枚を設置できる事業面積であるこ

と。また、発電するために必要な電柱が間近に存在し、日当たり

が良好で高い発電効果が見込めること、土地も比較的安値で購入

できることから選定の結果、本申請に決定しました。 

土地利用計画ですが、申請地は５８４９㎡に太陽光パネル１３

４４枚を設置し、東京電力申込み容量４９．５キロワットの低圧

太陽光発電所を６基建設する計画です。出入口は工事期間中及び

管理用として申請地西側道路から進入することとし、取水排水は

ありません。雨水は場内自然浸透とします。 

資金計画ですが、太陽光発電システム費が４７４３万７千円、

土地取得費が１００万円、全額自己負担にて賄います。また、売

電単価は１キロワット○○円です。 

周辺農地への被害防除対策ですが、東が雑種地、西 畑、南 山

林、北は田んぼでございます。雨水の処理については、防草シー

トによる場内浸透式とします。土砂流出防止対策のため発電所法
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面に植生シートを敷き植生を行います。発電所全域をフェンス

１．２メートルの高さで囲い人及び動物の進入を防ぎます。 

本日、農業委員、推進委員３名にて申請地の確認を行いました

結果、問題ないと判断いたしました。皆様のご審議のほどよろし

くお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第３号番号９番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号９番は、原案どおり承認さ

れました。 

次に、議案第４号「農用地利用集積計画の決定及び農用地利用

配分計画に係る意見について」を議題に供します。事務局の説明

を求めます。 

 

この議案は、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項に基づき

市が定める農用地利用集積計画及び農地中間管理事業の推進に

関する法律第１９条第３項の規定に基づき市が意見を求める農

用地利用配分計画となります。令和元年度第２号公告予定年月日

は令和元年５月３１日です。計画の内容といたしましては、利用

権設定が新規 10 件、再設定 7 件、農地中間管理権取得が 2 件、

その他、所有権移転が 1 件となっております。なお、詳細につい

ては、別添の農用地利用集積計画書のとおりです。 

以上です。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第４号について承認される方の挙手を求めます。 
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 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第４号は原案どおり承認されました。 

次に、議案第５号「農業振興地域整備計画の変更について」を

議題に供します。番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第５号「農業振興地域整備計画の変更について」資料は別

冊となります。農用地区域変更明細書に記載がございます。除外

が６件、用途区分変更は１件でございます。 

それでは、１番についてご説明いたします。（議案第５号番号

１番について朗読して説明する。） 

位置図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申し出地は周囲を、東が水路を経て宅地、西が畑、南が田、北

が道路で囲まれた土地であります。 

申出者と土地所有者は親子であります。 

権利設定の方法は贈与であります。 

農用地区域の除外を必要とする理由についてでございますが、

申出者は現在、○○市にアパートを借りて夫と子２人の家族４人

で生活しておりますが、子供の成長に伴い現在の居住では手狭に

なってきたこと、父母が高齢であり生活介護が必要なことから父

母を支援できる実家近くに住宅を建てる必要があるとの理由か

ら今回の申出に至っております。 

次に、当該土地を選定した経過・理由でありますが、申し出地

は父の所有する土地から選定した結果、実家に近く市道と住宅地

に隣接しており隣接農地に大きな影響を及ぼすことが少ないと

の理由から選定をされております。 

次に、農用地区域への影響についてでありますが、取水は地下

水を揚水ポンプにより取水、排水は合併浄化槽で処理後、敷地内

処理をする計画です。雨水は境界をすべて L 字擁壁で囲み敷地内

浸透とするので影響はないものと考えられます。日照通風への影

響ですが、北側は市道、東側は宅地と隣接しており影響はなく、

西側農地と南側農地については建物が平屋建てで建物から距離

を取るため日照通風への影響はないものと考えられます。 

次に、土地利用計画については木造平屋建て住宅 1 棟と駐車場

３台分を確保する計画です。乗り入れは申し出地北側の市道から

乗り入れをします。資金計画については、総事業費２６５０万円

のうち７５０万円を自己資金、１９００万円を融資にてまかなう

計画となっております。 
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農用地区域除外後の農地区分は農業公共投資の対象となって

いる農地でありますので第１種農地と判断しますが、不許可の例

外「住宅で集落に接続して設置されるもの」に該当し、土地の選

定経過書等により代替性の確認も取れておりますので農地法上

の転用許可は見込まれるものと判断いたします。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

今、事務局が説明したとおりだと思います。最適化推進委員と

前日に現地確認をいたしました。また、本日書類審査をしまして

調査会で現地確認をいたしましたが問題ないと判断しておりま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号１番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第５号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第５号番号２番について朗読して説明する。） 

位置図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申出地は周囲を東が田、西が水路を経て宅地、南が田、北が宅

地で囲まれた土地でございます。 

申出者と土地所有者は孫と祖父であります。 

権利設定の方法は使用貸借であります。 

農用地区域の除外を必要とする理由は、申出者は現在妻と子供

２人の４人家族で市内の賃貸住宅に住んでおりますが、子供の成

長に伴い現在の賃貸住宅では手狭になってきたので自己の住宅

を取得したいとの理由から今回の申出に至っております。 
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当該土地を選定した経過理由でありますが、申出者は現在市内

で整骨院を営業しておりますが、整骨院に近く実家が所有する土

地で周辺農地への影響が最も少ないとの理由から選定をされて

おります。 

農用地区域への影響についてでありますが、取水は市水道より

取水、排水は合併浄化槽により処理後排水路へ放流する計画で

す。雨水は敷地を砂利敷きにして敷地内自然浸透とするので影響

はないものと考えられます。日照通風への影響ですが、東側と南

側は田でありますが祖父が所有する土地であり、西側は水路を経

て宅地、北側は水路及び道路となっており影響はないものと思わ

れます。 

土地利用計画については、木造２階建て住宅一棟と駐車場４台

分を確保する計画です。乗り入れは、申し出地の北側に位置する

市道から同じく北側に隣接する申出者が経営する整骨院の敷地

の一部を利用し乗り入れをいたします。資金計画については、総

事業費２３７０万６５９０円のうち３７０万６５９０円を自己

資金、２０００万円を融資にてまかなう計画となっております。 

農用地区域除外後の農地区分は農業公共投資の対象となって

いる農地でありますので第１種農地と判断しますが、不許可の例

外「住宅で集落に接続して設置されるもの」に該当し、土地の選

定経過書等により代替性の確認も取れておりますので農地法上

の転用許可は見込まれるものと判断いたします。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

午前中現場確認いたしまして問題ないと思っております。皆様

のご審議よろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号２番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 
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全員挙手ですので、議案第５号番号２番は原案どおり承認され

ました。 

ここで、暫時休憩をしたいと思います。２時４５分より再開い

たします。 

 

（２時３６分～２時４５分までの間休憩） 

 

それでは開会をいたします。 

議案第５号番号３番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第５号番号３番について朗読して説明する。） 

位置図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申出地は周囲を東が水路を経て道路、西が田、南が道路、北が

水路を経て宅地で囲まれた土地であります。 

申出者と土地所有者は親子であります。 

権利設定の方法は使用貸借であります。 

農用地区域の除外を必要とする理由についてでございますが、

申出者は現在実家に家族と住んでおりますが、子供の成長に伴い

家が手狭になったことや、現在営んでいる農業の独立も兼ねて自

己所有の住宅を建築したいとの理由から今回の申出に至ってお

ります。 

当該土地を選定した経過理由でありますが、自己の所有する土

地が無く両親の所有する土地で検討した結果、農作業に必要な機

材等を収納するスペースが確保できる面積で地形を整形するこ

とにより周辺農地に与える影響が最小限であるとの理由から選

定をされております。 

農用地区域への影響についてでありますが、取水は地下水によ

り汲み上げし、排水は合併浄化槽により処理後敷地内処理する計

画です。雨水は敷地内自然浸透とするので影響はないものと考え

られます。日照通風への影響ですが、北側と東側は水路、南側は

道路であり影響はありません。西側は農地でありますが予定建築

物の高さは８メートルであり境界より離隔を取る予定になって

いるため影響はないものと考えられます。 

土地利用計画については、木造２階建て住宅一棟を建築し、駐

車場３台分、その他農業用機械の収納ハウス、農作業場を確保す

る計画です。乗り入れは南側市道から乗り入れをします。 

資金計画については、総事業費２９５０万円全額を融資にてま

かなう計画となっております。 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

１９番 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

舟本 

 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

 

 

 

中山 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農用地区域除外後の農地区分は農業公共投資の対象となって

いる農地でありますので第１種農地と判断いたしますが、不許可

の例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」に該当し、土地

の選定経過書等により代替性の確認も取れておりますので農地

法上の転用許可は見込まれるものと判断いたします。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

事務局の説明のとおり○○さん親子は農業を大きく営んでお

ります。前日、地元の最適化推進委員と現地確認をいたしました。

また、本日調査会におきまして書類を審査したうえで現地確認を

しました。問題ないと判断しております。ご審議の程よろしくお

願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号３番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号３番は原案どおり承認され

ました。 

次に、議案第５号番号４番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第５号番号４番について朗読して説明する。） 

位置図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申出地は周囲を東が道路、西が水路を経て農地、南が水路を経

て農地と宅地、北が道路で囲まれた土地であります。 

権利設定の方法は売買となっております。 

農用地区域の除外を必要とする理由についてでございますが、

事業計画者は○○都○○区に本店を置き、フィルター製造を主な

事業とする法人でありますが、既存の工場敷地内が工場等の建築

物や会社保有車両・従業員駐車場で手狭であり、搬出入車両の動

線や製品の移動が非常に煩雑な状態で敷地内における安全対策
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が必要な状況であること、既存工場敷内の建物で製品を一括して

移動管理ができるよう２０２０年夏頃に工場の増築を計画して

いることから早急に現在の会社保有車両及び従業員駐車場を別

敷地に移動する必要があるとの理由から今回の申出に至ってお

ります。 

当該土地を選定した経過理由についてでありますが、従業員の

安全及び駐車車両の管理を考慮し、既存敷地に隣接して必要面積

が確保できること、周辺農地への影響が最も少ないとの理由から

選定をされております。 

農用地区域への影響についてでありますが、取水排水はありま

せん。雨水については周囲に L 字擁壁を設置し区域外への流出を

防止することとしており、申し出地内に調整池を設け放流する計

画です。日照通風への影響ですが、駐車場のみの利用であるため

日照通風に影響はないものと考えられます。 

土地利用計画については、会社保有車両、来客者用駐車場及び

従業員用駐車場２８０台分を確保する計画です。乗り入れは東側

市道から乗り入れをいたします。 

資金計画については、総事業費１億１０００万円を全額自己資

金でまかなう予定となっております。 

農用地区域除外後の農地区分は農業公共投資の対象となって

いる農地でありますので第１種農地と判断いたしますが、不許可

の例外「既存の敷地の拡張、既存の敷地の面積の２分の１を超え

ないものに限る」に該当いたしますので、農地法上の転用許可は

見込まれるものと判断いたします。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

内容につきましては、ただいま事務局の説明のあったとおりで

ございます。 

今月の２０日に地元推進委員さんと現地確認、また、本日午前

中の調査会で現地を確認してまいりました。 

この案件の話をいただいてから近隣の方からの意見等があり

ましたので紹介させていただきますが、過去に○○は、駐車場で

転用をかけた後そこに建物を建てているという意見があちらこ

ちらから流れてきたので、その辺はどうなのかなと苦慮していた

のですが、今回の申請に関しましては２０２０年夏ごろに建築工

事予定の敷地内建物増築等も書かれておりますし、土地利用計画
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図の中にも左側の現況図と見比べて建物が建っているという形

の現状では計画図ですが出ていますので営業上の状況とか社会

情勢等によっての計画変更はやむを得ないのかなと考えていま

す。 

本日、担当地区の推進委員さんが見えられておりますので、新

しい意見等、他から入った等の情報もありますので意見を聞いて

みたいのですがよろしいでしょうか。 

 

どうぞ。 

 

地元の推進委員の手塚です。資料４番の２１ページをご覧にな

ってください。これから１０２６８㎡買うその東側に○○と書い

てあります。これは元の田んぼになります。その隣に□□さんと

いう名前が書いてあると思うんですけど、その隣が△△さんと書

いてありますけど、昨日、□□さんに○○からこういった計画が

ありますからという連絡は聞いていますかと確認したんですが、

何の連絡も聞いていませんということなんです。普通こういった

事業計画をする場合、地権者の人の了解を聞かないでこういった

計画を進めてよろしいのかなと思うんですけど。あと△△さんと

書いてある場所には工場が建っています。□□さんも駐車場で貸

すというわけで５条の許可を取っているようなんです。この真ん

中の道路が農道なんです。２８０台の車が出たり入ったりされる

とトラクター・コンバイン・田植機がここを通りますから大変危

険だと思います。この反対側が■■のガソリンスタンドがありま

すから、○○なんですけど、この農道の方からトラックが出たり

入ったりしているんです。以前は玄関正面の方から出たり入った

りしていたんですけど、最近は農道の方から入っています。私も

この南の方を耕作していますのでトラクターでこの道路を通る

んですけど危ないなという感じはします。意見なんですけどご審

議のほどよろしくお願いします。 

○○という３枚は●●さんという人が元々持っていたんです

けどこれは売買で売りました。約９反分。□□さんと△△さんは

○○に貸しています。 

 

担当からは以上です。 

 

担当委員の説明がございました。また推進委員の話がございま

した。そういった中での質疑に入りたいと思いますのでよろしく
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お願いします。 

 

これは実際には各課協議していますけど、地元の説明は一切な

いという話なので、申請さえ出ればいいのかという、法的には何

ら問題ありませんと言えばそれで協議になってしまうが、その辺

はどうなんですかというのが私の意見なんですけど。 

地元で申請が出てくれば今日 OK ですと言えば２８日の農振

の協議会にかかりますので、そこに私たちも出席しますが、農業

委員会でいいと言っているのに当日になって駄目ですとは言え

ないので、実際には農政課が総括で集めますけどその辺はどうな

んでしょう。 

 

ここで暫時休憩をいたします。 

 

（３時０８分～３時３０分までの間休憩） 

 

それでは会議を再開します。 

質疑応答について、何かありましたらお願いします。 

 

【ありませんの声あり】 

 

ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号４番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号４番は原案どおり承認され

ました。 

次に、議案第５号番号５番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第５号番号５番について朗読して説明する。） 

位置図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申出地は周囲を東が水路を経て田、西が畑、南が道路、北が宅

地で囲まれた土地であります。 

農用地区域の除外を必要とする理由は、申し出地は２０年以上

前から倉庫敷地として利用してきましたが、この度農用地区域内

であることが判明したことからこれを是正し、今後も引き続き利

用したいとの理由で申し出に至っております。 
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農用地区域への影響についてでありますが、既に倉庫が建って

おり現況の変更はありませんので影響はないものと考えられま

す。 

土地利用計画ですが、当該申し出地は倉庫及び宅地への進入路

として２０年以上前から隣接する宅地の一部として一体利用さ

れております。平成７年１０月２６日撮影の航空写真で倉庫及び

宅地への進入路として利用されていることが確認できます。 

資金計画については、現状のまま利用する予定でありますので

土地造成費等の経費はかかりませんが、その他事務にかかる経費

１００万円につきましては全額自己資金にてまかなうこととし

ております。 

農用地区域除外後は、非農地証明交付要領の人為的な転用行為

が行われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容

易でないと認められるものに該当すると思われますので、非農地

証明書を交付できると判断いたします。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

事業計画の転用行為の必要性として、２０年以上前から倉庫が

建っているため農地の無断転用であることが分かりました。本日

午前中に第二調査会の委員さんと現地に行ってまいりました。今

回非農地として農地を宅地に転用するため農用地利用計画変更

申出書を提出しますので、皆様のご審議をお願いいたします。 

住宅敷地として２０年以上３５８㎡を利用して今回この面積

を農用地除外としますので皆様ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号５番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号５番は原案どおり承認され



27 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

２番 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

和氣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中山 

 

齋藤 

 

 

 

中山 

 

 

 

中山 

 

ました。 

次に、議案第５号番号６番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第５号番号６番について朗読して説明する。） 

位置図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

申出地は周囲を東が道路、西が宅地、南が宅地、北が水路を経

て田で囲まれた土地であります。 

農用地区域の除外を必要とする理由は、申し出地は長年にわた

り宅地への進入路として宅地の一部として利用してきましたが、

この度農用地区域内であることが判明したことからこれを是正

し今後も引き続き利用したいとの理由で申し出に至っておりま

す。 

農用地区域への影響についてですが、申し出地に構造物は無く

現況の変更はありませんので影響はないものと考えられます。 

土地利用計画ですが、申し出地は宅地への進入路として隣接す

る宅地の一部として一体利用をされております。平成７年１０月

１７日撮影の航空写真で宅地への進入路として隣接する宅地と

一体利用されていることが確認できます。 

資金計画については、現状のまま利用する予定でありますので

新たに発生する経費はないとの事であります。 

農用地区域除外後は、非農地証明交付要領の人為的な転用行為

が行われてから２０年以上経過しており、かつ農地への復元が容

易でないと認められるものに該当すると思われますので、非農地

証明書を交付できると判断いたします。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

この土地を買いたいという人が出てきまして、この土地が農用

地であることが発覚したそうで、きちんとしたいということで今

回の申請になりました。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号番号６番について承認される方の挙手を求めます。 
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【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号番号６番は原案どおり承認され

ました。 

次に、議案第５号用途区分の変更番号１番について事務局の説

明を求めます。 

 

次は、用途区分の変更となります。（議案第５号用途区分の変

更番号１番について朗読して説明する。） 

位置図をご覧ください。（申請の場所を説明する。） 

利用予定者は現在、専業農家として水田及び肉牛肥育を中心と

した農業経営を行っておりますが、今後、肉牛肥育を中心として

経営規模の拡大を図りたいとの理由から今回の申出に至ってお

ります。 

土地の選定理由については、利用予定者の所有する土地で牛舎

敷地として利用できる土地は無く、利用予定者の父が所有する土

地の中から選定した結果、自宅から最も近く既存の牛舎の隣接で

井戸の利用ができ、管理運営上の利便性が高いとともに周辺農地

への影響が最も少ないとの理由から選定をされております。 

土地利用計画については、牛舎１棟と肉牛運動場を整備する計

画となっております。乗り入れは北側市道から乗り入れします。

取水は隣接の既存牛舎の井戸から取水し、雑排水・糞尿は既設の

糞尿処理施設にて処理し堆肥として利用するため排水の流出は

ないとの事であります。雨水は周辺を擁壁で囲み敷地内浸透処理

とするので周辺の農地への被害等は無いものと考えられます。 

資金計画については、総事業費３８６０万円のうち１０６０万

円を自己資金、２８００万円を融資にてまかなう予定となってお

ります。 

用途区分変更後においても農地区分は農用地でありますが農

業振興地域の整備に関する法律第８条第４項に規定する農用地

利用計画において「指定された用途に供する場合」に該当します

ので、農地法上の転用許可が見込めるものと判断いたします。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

○○さんが牛舎規模拡大するために施設を作るということで
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申請が出ております。 

内容的なことは事務局の説明どおりです。午前中調査会におき

まして問題ないということで判断しております。皆様のご審議の

ほどよろしくお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第５号用途区分の変更番号１番について承認される方の

挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第５号用途区分の変更番号１番は原案

どおり承認されました。 

次に、議案第６号「耕作放棄地の非農地通知書交付について」

を議題に供します。番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

（議案第６号番号１番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振地域外、土地改良未実施、現地確認担当者小池利一委員、

現地確認日平成３０年９月３日となっております。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

ただいまの事務局の説明のとおりですが、○○があるのです

が、その隣に△△があったその裏側です。△△の方から写真を撮

ったのが後ろについている写真です。この奥に一筆あったのが先

月に非農地証明が出ております。全然、入る余地が無い所ですの

で、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 
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異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号１番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号１番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第６号番号２番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号２番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振地域外、土地改良未実施、現地確認担当者小林功委員、現

地確認日平成３０年９月２７日となっております。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

今の案内にございましたけども、○○の団地から南側にバイパ

ス４号線が走っております。それよりも南側になります。△△の

□□から入ってきます踏切がございますがそれを進んだ北側に

なります。約２０年以上、耕作放棄をしている場所でございます。

写真を見ていただければ分かるような状態でございます。午前中

も第２調査会で行ってまいりましたけども、やむを得ないのでは

ないかということで意見はまとまっております。よろしくご審議

のほどお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号２番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号２番は原案どおり承認され

ました。 
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続きまして、議案第６号番号３番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号３番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振白地、土地改良未実施、現地確認担当者七久保勉委員、現

地確認日平成３０年１０月１５日となっております。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

写真のとおりなんですが、樹木と孟宗竹がはびこっている様相

を呈しておりまして、農地への復元は著しく困難と判断いたしま

す。５月１６日の農地利用最適化推進委員との調査会、及び本日

の調査会におきまして非農地通知の交付につきましては何ら問

題なしと判断いたしております。皆様ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号３番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号３番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第６号番号４番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号４番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振白地、土地改良未実施、現地確認担当者大塚明美委員、現

地確認日平成３０年９月１８日となっております。 

以上です。 
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担当委員の説明を願います。 

 

詳細については事務局の説明のとおりなんですけれども、写真

を見てもらって周りはけっこうきれいになっているんですけれ

ども、作物は耕作しておりません。そこに行くこともままならな

い状態になっておりますので、非農地申請に異論はないと思いま

す。よろしくご審議のほどお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号４番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号４番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第６号番号５番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号５番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振白地、土地改良未実施、現地確認担当者大塚明美委員、現

地確認日平成３０年９月１８日となっております。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

この周りも相当荒廃しておりまして、去年も二度ほどこの周

り、西側と東側、非農地申請の出たところでございます。よろし

くご審議のほどお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 
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異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号５番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号５番は原案どおり承認され

ました。 

続きまして、議案第６号番号６番について事務局の説明を求め

ます。 

 

（議案第６号番号６番について朗読して説明する。） 

（場所の説明をする。） 

農振白地、土地改良未実施、現地確認担当者꺬成重男委員、現

地確認日平成３０年９月１９日となっております。 

以上です。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

ただいまの事務局の説明と写真がついているんですけど非常

に荒れた状態であります。現地確認に行こうとしてもなかなかそ

こまでたどり着けないほどひどく荒れていまして非農地証明は

問題なしと判断します。よろしくお願いします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようですので、採決に入ります。 

議案第６号番号６番について承認される方の挙手を求めます。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第６号番号６番は原案どおり承認され

ました。 

報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知につい

て」番号１番から２番、報告第２号「農地法第３条の３第１項の

規定による届出書について」番号１番から２番はお目通しを願い

ます。 
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次に追加報告第 1 号「行政不服審査法の規定に基づく審査請求

について」ご報告いたします。 

令和元年５月１０日付けで株式会社○○より番号１番の審査

請求書、令和元年５月１４日付で□□氏より番号２番の審査請求

書が別紙のとおり提出されましたのでご報告いたします。 

今後、審査請求に対する審理手続きを実施していきますが、審

理手続きを処理する体制につきましては、農業委員会の議事・議

決によることとなります。 

追加報告第 1 号につきましては、ただいまの説明のとおり手続

きを進めて参りますのでよろしくお願いいたします。 

 

本日の議題はすべて終了しました。以上を持ちましてさくら市

農業委員会５月定例総会を閉会いたします。ご協力ありがとうご

ざいました。 

 

（午後４時０３分閉会） 

 

 

    


